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町会 申請様式 検 索 



  柏市では，住民自治の振興と市民協働のまちづくりを推進するため，安全 

 で住みよい地域社会の実現に向けて市と共に公共的な役割を担っていただい 

 ている町会・自治会・区等（以下「町会等」）に対して，「行政連絡業務交付

金」を交付しています。 

 ＜市が町会等に依頼する主な事項＞ 

○行政連絡資料の配布・回覧・掲示（⇒ p.４） 

○各種委員の推薦（民生委員・投票立会人等）  

○防火及び防犯の推進 

○ごみ集積場の管理と資源回収 

○共同募金等への協力  

 

 

交付額は，次の４つの額の合計額です。 

 

 

 

 

 

 １．行政連絡業務交付金とは 

２．交付金の額の算出について 

①均等割 400 世帯ごとに 17,500 円 

②世帯割 世帯数×300 円 

③自主防災組織 

 運営加算 

449 世帯まで 基本額 20,000 円 

449 世帯超  基本額＋（449 を超える 

50 世帯ごとに 1,000 円加算） 

※上限 40,000 円 
※加算対象は令和７年度までに自主防災組織の設立を市に届出している団体。 

 令和８年度に自主防災組織を設立する団体は対象外。      

④K-Net 等 

(地域見守り) 

運営加算 

20,000 円（３回まで） 

加算要件 災害時要援護者名簿と地図を市から受け取り，要

援護者と支援者の組み合わせが行われていること。 

 ※過去に通算３回の加算（補助金）を受けている団体，もしくは，要件を満た

していない団体は加算対象外 

①均等割 ②世帯割 
③自主防災組織 

 運営加算 

④K-Net 等 

 運営加算 
＋ ＋ ＋ 交付額＝ 

  

基 本 
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 3．交付金の算定（例） 

◆世帯数（配布可能世帯数）：６２０世帯 

◆自主防災組織あり    

◆K-Net に参加表明し，要援護者と支援者の組み合わせが完全に行われている 
 ※受給回数は２回目 

①均等割 ３５，０００円 

②世帯割 ６２０世帯×３００円＝１８６，０００円 

③自主防災組織運営加算 

④K-Net 等運営加算 

＋ 

＋ 

２４，０００円 

＋ 

２０，０００円 

合 計 金 額 

＝ 

２６５，０００円 

 「振込通知書」に加算金額の内訳を明記いたしますので，

町会等と自主防災組織の会計・銀行口座を別にしている

場合は，必要に応じて振替処理をお願いいたします。 

 

２ 



 

 

 

 4．事務手続きの流れ 

３月１日 

行政連絡便 

にて送付 

<行政連絡書類の送付> 

①令和８年度 世帯数等報告書 

②自主防災組織・ K-Net 等（地域見守り）運営加算調書 

③柏市行政連絡業務受諾書（兼）個人情報の目的外利用等に係る同意書 

④貴団体の収支決算報告書（総会資料写し等） 

 

 

 <届出書類の提出> 

①から④の書類を提出ください。 

用紙に直接記載していただくか，LoGo フォーム（下記 QR コード）からオンラインでの回答 

も可能です。 

記載方法につきましては p.６～１２の「記載例」をご参照ください。 

●Logo フォーム提出 QR コード● 

  【世帯数報告書】 

 

 

 

 

 

 

回答提出後の内容に修正等がある場合は必ず地域コミュニティ課までご連絡くださ

い。 

提出期限：令和８年５月２２日（金） 

 

 

書類が揃い

次第順次 
「振込通知書」の送付・交付金の振込 

【５月１日の行政連絡便の送付先について】 

４月３日（金）までに市民活動支援課へ提出された世帯数報告書に記載された住所

地へ送付いたします。４月３日以降に提出された場合は，発送業務の日程の都合上，

大変恐縮ですが発送先は令和７年度の住所となります。担当交代等がされている場

合は書類の回送くださいますようお願い申し上げます。 

３ 



全地域 一部地域 会長のみ 配布 回覧 掲示 その他

令和8年度ゴミゼロ運動の開催について 〇（一部除く） 〇 環境サービス課

柏市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 〇 〇 建築指導課

柏市木造住宅簡易耐震診断相談会（第１回） 〇 〇 建築指導課

令和8年度地域祭りの情報提供について 〇 〇 市民活動支援課

令和8年度柏市町会長等会議のご案内 〇 〇 市民活動支援課

令和8年度防犯灯維持費・設置費補助金交付申請書の送付について 〇 〇 市民活動支援課

柏市町会等活動講座プログラム２０２６について（送付） 〇 〇 市民活動支援課

殺虫剤・除草剤等の使用削減，野焼き行為の禁止に関する注意喚起 〇 〇 環境政策課

柏市場一般開放デー 〇 〇 公設市場

（欠席者用）町会長会議資料 〇 〇 市民活動支援課

ＩＣＴ活用講座・実践編開催の御案内 〇 〇 市民活動支援課

区画整理だより 〇 〇 北柏駅周辺整備課

紙ひこうき７月号 〇 〇 柏市社会福祉協議会総務課

火災予防について（ポスター） 〇 〇 火災予防課

受動喫煙配慮義務ポスター ○ ○ 健康増進課

柏市木造住宅簡易耐震診断相談会（第４回） 〇 〇 建築指導課

令和7年度日本赤十字社千葉県支部活動報告 〇 〇 福祉政策課

町会長等会議における質問事項への回答書 〇 〇 市民活動支援課

令和9年度柏市地域活動支援補助金の募集について 〇 〇 市民活動支援課

町会等活動講座２０２６開催の案内 〇 〇 市民活動支援課

5月1日

7月1日

9月1日

送付予定日 件名 担当課名
対象地域 区　　　　分

◆行政連絡資料の送付は，原則として 5 月 1 日，7 月 1 日，9 月 1 日，11 月 1 日， 

 翌年 3 月 1 日の奇数月（1 月は除く）の送付となります。なお，町会の負担軽減の 

 ため，令和８年度以降は 1 月の行政連絡便の送付は取りやめとさせて頂きました。 

◆「行政連絡資料の送付先調書」に記載されたお宅へ宅送します。 

 

 

 

 

 

5．行政連絡物送付年間予定表 

４ 



柏市木造住宅簡易耐震診断相談会（第５回） 〇 〇 建築指導課

柏市子ども会育成連絡協議会広報誌 〇 〇 生涯学習課

新年度に向けたアンケート調査について（お願い） 〇 〇 市民活動支援課

紙ひこうき１１月号 〇 〇 柏市社会福祉協議会総務課

令和9年度版ごみ出しカレンダー ○ ○ 環境サービス課

紙ひこうき３月号 〇 〇 柏市社会福祉協議会総務課

区画整理だより 〇 〇 北柏駅周辺整備課

柏市場一般開放デー 〇 〇 公設市場

防犯灯維持費補助金実績報告のお知らせ 〇 〇 市民活動支援課

新任町会長勉強会の御案内 〇 〇 市民活動支援課

行政連絡書類 〇 〇 市民活動支援課

認可地縁団体　告示事項変更届 〇 〇 市民活動支援課

11月1日

3月1日

 
※上記予定表はあくまで予定であり，一部送付物の増減及び送付予定日が変更になる 

場合があります。 

 

6．年度途中での代表者の変更について 

 P.3 に記載の届出書類（世帯数等報告書等）を年度当初に提出いただいている町 

会・自治会・区等で代表者の変更があった場合は，「代表者変更届」を提出ください。 

用紙に直接記載していただくか，LoGo フォームからオンラインでの回答も可能で 

す。 

記載方法につきましては p.１４，１５の「記載例」をご参照ください。 

 ●Logo フォーム提出 QR コード● 

  【代表者変更届】                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 



整理番号 A１２３４５ 町会･自治会･区等名 柏町会  

令和８年度 世帯数等報告書 

 

ふ り が な 

氏 名 

かしわ たろう □ 会長新任 

柏 太郎 
□ 会長継続 

住 所 〒２７７－０８０５ 柏市柏５丁目１０番１号 

電話番号・メールアドレス 

柏市から優先して連絡を希望する連絡先の優先順位（１～３）の記入をお願いします。 

 基本的には，地域コミュニティ課からは電話にて連絡をさせて頂きますが，優先順位１の連絡先を町会長名簿に記載および優先して

連絡します。※町会長名簿の用途については，個人情報の目的外利用に係る同意書をご覧ください。記載のない場合は，固定電話の番

号を町会長名簿に記載及び優先して連絡します。 

 
 

（ ３ ） 固定番号 ０４－７１６７－１１２６ 

（ １ ） 携帯番号 ０９０－００００－００００ 

（ ２ ） メールアドレス shiminkatsudo@city.kashiwa.chiba.jp 

取得について希望するものにチェックをしてください 

柏市と「柏市地域協働を考える会」から簡易なお知らせや町会に役立つ情報をメールで  

お送りしております。いずれにもチェックがない場合は，メールをお送りします。 
 

□受け取る  （ □ 柏市 □ 柏市地域協働を考える会 ） 

□受け取らない（ □ 柏市 □ 柏市地域協働を考える会 ） 

※柏市地域協働を考える会とは，柏市地域コミュニティ課と町会・自治会・区を支援 

するための協働事業を行っています。 

◆口座情報◆ 

振込先 柏銀行   柏支店 

預金 普通 

口座番号 ０００００００ 

口座名義 

（フリガナ） 
ｶｼﾜﾁｮｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｶｼﾜﾊﾅｺ ｶｼﾜﾀﾛｳ 

 

 

 

７－１．【記載例】「令和８年度 世帯数等報告書」 

６ 

✔ ✔ 

 

✔ 

 

１．代表者（町会長・自治会長・区長）に関する情報をご記入ください。 

 

 

優先順位 

柏市地域協働を考える会HP ⇒ 

✔ 

 

※昨年度の口座情報が記載されています。訂正がある場合は二重線で訂正をお願いしま

す。 

 

 

二重線で訂正 



① ③(①+②) ④ 

 

④ 

 

 

※３ 配布可能世帯数について 

・行政連絡業務交付金の算定基準となるため，実態に即した世帯数をご記入ください 

・町会の区域内で各世帯に配布するもの（ごみカレンダー等）の配布世帯数 

・配布方法は，紙及びオンラインのいずれも含めます 

 

 

行政連絡資料の送付方法  

□紙での送付希望   □データのみ送付希望   □紙及びデータ送付を希望 

  （下記②を記入）   （下記①を記入）     （下記①・②を記入） 

 

① データ送付先メールアドレス 

□代表者メールアドレス 

□その他のメールアドレス shiminkatsudo@kashiwa.chiba.jp    

                                  

② 紙資料送付先 

 

 

町会加入世帯数 

（  ５０ 世帯） 

町会未加入世帯数 

（    3 世帯） 

配布可能世帯数 

（   53 世帯） 

回覧必要枚数 

（    5  枚） 

  ﾎ゚ ｽﾀー 必要枚数 

（      3 枚） 

 

55  世帯 5 世帯 

 

60  世帯 

 

5   枚 

 

3   枚 

フ リ ガ ナ 

氏       名  
郵便番号・住  所  電 話 番 号 

配布 

部数 

回覧 

部数 

ﾎﾟｽﾀｰ 

部数 

 柏 次郎 柏市柏6丁目１０番１号 7167-1234 ２９ ２ １ 

 柏 三郎 柏市柏7丁目１０番１号 7167-5678 ３０ ２ １ 

 柏 太郎 柏市柏5丁目10番１号 7167-1126 １ １ 1 

合    計 
  

６０ 
 

５ ３ 

予    備 
予備がご入用でしたら，ご記入ください。 

ご不要の場合は空欄で構いません 
2 0 0 

配布可能世帯数については，

実態に即した世帯数を入力 

７ 

２．世帯数等（カッコ内は昨年度の報告数） 

 

３．行政連絡資料の送付先（見本，予備を含む送付数） 

 

 

 

 

予備を含め実際に送付を希望

する部数を入力 

✔ 

✔ 

② ⑤ 

③

   

⑤ ２．世帯数等の③，④，⑤の 

数と一致するように入力 



 

【添付資料】 

□ 貴町会の直近の決算書（令和7年度に地域コミュニティ課から交付している

行政連絡業務交付金が明記されているもの） 

【ICT化（電子化・デジタル化）調査】（必須） 

今後の町会運営業務に必要な財政支援や人的支援の施策を行うための基礎とさせていただきます。 

 ・貴団体で取り入れているＩＣＴについて，選択してください。（複

数回答可） 

 □ＨＰの開設・運用 

 □公式ＬＩＮＥの導入 

 □会費のキャッシュレス決済 

 □ＳＮＳでの情報発信 

 □電子回覧板 

 □オンライン会議環境整備 

 □資料のデータベース化による保管 

 □集会所の予約管理 

 □導入しているものはない 

・貴団体で導入したいＩＣＴツールを選択してください（複数回答

可） 

 □ＨＰの開設・運用 

 □公式ＬＩＮＥの導入 

 □会費のキャッシュレス決済 

 □ＳＮＳでの情報発信 

 □電子回覧板 

 □オンライン会議環境整備 

 □資料のデータベース化による保管 

 □集会所の予約管理 

 □導入しているものはない ８ 

直近の決算書の例については次ペ

ージに記載しています 

 

添付資料及び ICT 化調査 

 

 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 



令和○○年度 ○○町会収支予算書 
【収入の部】                              （単位：円） 

科       目 本年度予算額 前年度予算額 積算根拠 

会       費 １，０８０，０００ １，０７２，８００ 300世帯×300円×12ヶ月 

交
付
金 

行 政 連 絡 業 務 

交 付 金 
１２７，５００ １０６，９００ 

均等割（17,500円） 

世帯割（300世帯×300円＝90,000円） 

自主防災組織運営加算（一律20,000円） 

資源回収報償金 ２７０，０００ ２４０，０００ 90,000㎏×３円 

補
助
金 

防 犯 灯 

補 助 金 

維持費 １１０，０００ １４５，０００ 既存（50灯×2,200円） 

設置費 ６０，０００ ３３，０００ 新設（ＬＥＤ2灯×30,000円） 

掲 示 板 補 助 金 ４０，０００ ４０，０００ 新設（１基×40,000円） 

集 会 所 使 用 料 ３０，０００ ３０，０００ 200円×150件 

寄    付    金 ５５，０００    ５５，０００  

雑    収    入 １０，０００ １０，０００ 預金利息，その他 

前 年 度 繰 越 金 ６５，５００ ８０，０００ 前年度よりの繰越金 

合         計 １，８０３，０００ １，７６７，７００  

 

【支出の部】                              （単位：円） 
科       目 本年度予算額 前年度予算額 積算根拠 

事 
 

 
 

 
 

 

務 

事   務   費 ６０，０００ ６０，０００ 総会資料作成，役員会資料作成，班長会資料作成等 

会   議   費 ７０，０００ ７０，０００ 総会・役員会の湯茶代等 

消  耗  品  費 ６０，０００ ６０，０００ コピー用紙，文具その他事務用品，清掃用具代等 

交   通   費 ２０，０００ ２０，０００ 役員視察等 

水 道 光 熱 費 ３６，０００ ３６，０００ 集会所の電気水道代（3,000円×12ヶ月） 

通   信   費 ３６，０００ ３６，０００ 
集会所の電話代，ファックス代（3,000 円×12 ヶ

月） 

渉   外   費 ５０，０００ ５０，０００ 他町会・自治会や協力団体との渉外費 

補 
 

 
 

 

助 

子   供   会 ５０，０００ ５０，０００ 子供会助成金 

老   人   会 ４０，０００ ４０，０００ 老人会助成金 

婦   人   会 ３０，０００ ３０，０００ 婦人会助成金 

地  域  団  体 

助  成  金 
４０，０００ ４０，０００ 

○○野球チーム（20,000円） 

○△サッカーチーム（20,000円） 

青   少   協 １５，０００ １４，９００ 300世帯×50円 

防 

犯 

防犯灯維持費等 １５８，０００ １７９，２００ 
防犯灯電気代（８,000 円×12 ヶ月），防犯灯設置

費等 

自主防災組織 ２２０，０００ ２１０，０００ 備蓄物資購入代，防災訓練時諸費用等 

福 
 

祉 

祝   儀   金 ２０，０００ ２０，０００ 5,000円×４人 

弔 意 見 舞 金 ２０，０００ ２０，０００ 5,000円×４人 

社会福祉協議会 ９０，０００ ８９，４００ 300世帯×300円 

共 同 募 金 費 ５５，０００ ５５，０００ 
日赤（25,000 円），歳末・赤い羽根（各 15,000

円） 

そ 
 

の 
 

他 

広   報   費 １５０，０００ １５０，０００ 広報紙の印刷，写真代，取材費，掲示板設置等 

行   事   費 ２００，０００ １８０，０００ 運動会，もちつき大会，敬老会等 

夏 祭 り 助 成 金 １００，０００ １００，０００ 夏祭り実行委員会への助成 

修   繕   料 １５０，０００ １５０，０００ 集会所の修繕費 

保   険   料 ２０，０００ ２０，０００ 集会所火災保険 

予   備   費 ３８，０００ １２，７００  

合         計 １，８０３，０００ １，７６７，７００  

 

 

 

 

 

 

 

 

７－２．【記載例】「貴団体の決算書（総会資料写し等）」 

９ 

行政連絡業務交付金の金額記載については，他の補助金や交

付金との合算額ではなく，独立した金額での記載をお願いいた

します。 

 

行政連絡業務交付金については， 

収支予算書および収支決算書に積算根拠も含めて明記するな

ど，透明性ある会計処理をお願いいたします。 

行政連絡業務交付金が適正に計上され支出されていることを確

認させていただくために，貴団体の総会にて議決された決算書

の提出をお願いいたします。 



整理番号 A12345 

町会･自治会･区等名 柏町会 

■自主防災組織運営加算調書 

あてはまるものに○をしてください。 

自主防災組織を（  組織している  ・  組織していない  ） 

組織している場合，各項目を記入してください。 

昨年度提出がある場合には，自主防災組織名が記入されています。 

訂正がある場合については，二重線で訂正してください。 

自主防災組織名 柏町会自主防災組織 

世帯数 ５５ 

代表者氏名 柏 四朗 

電話番号 090-1234-5678 

◆防災活動について 

※総会資料等の別紙を添付した提出も可能です。 

別紙を提出される場合は， をいれてください。 

◆今年度の防災活動訓練計画◆ 

□別紙のとおり 

実施予定年月日 
実施項目 

「総会」「会議」 

「訓練」等を記入 
実施内容 

   

   

   

   

◆昨年度の防災活動報告◆ 

□別紙のとおり 

実施年月日 
実施項目 

「総会」「会議」 

「訓練」等を記入 
実施内容 

令和７年５月２８日 訓練 訓練 

令和７年１０月９日 会議 オンラインにて会議 

令和７年２月２４日 訓練 地域ふるさと協議会防災訓練 

   

７-３.【記載例】「自主防災組織加算調書」 

別紙で提出の際は，防災活動訓練計画がわかるもの

（総会資料等）を添付してください。 

表の記載は不要です。 

 

１０ 

✔ 



７-４.【記載例】「K-Net 等（地域見守り）運営加算調書」 

 整理番号 A１２３４５ 

町会･自治会･区等名 柏町会 

 

■K-Net 等（地域見守り）運営加算調書 

受給可能回数 

                                ３回                 

下記の状況を教えてください。 

該当する場合に  及び各項目を記入してください。 

 

□ 柏市より，災害時要援護者名簿および地図を受け取っている。 

□ 要援護者と支援者のマッチングが行われている。 

 ・令和 ７ 年 １２ 月 マッチング完了 

 ・支援者数  個人支援  ３ 人 

        班・棟・グループ支援    班・棟・グループ 

 

両方  がついた場合に 20,000 円が加算されます。 

 

 

K-Net 等（地域見守り）運営加算について 

受給できる回数は３回までです。 

右上に記載されている受給可能回数をご確認ください。 

既に上限に達している場合は加算申請の対象外となりますが，町会等の状況を把握するためご提出くださいま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 

✔ 

０回の記載であれば交付申請対象外

となります。 

 

１１ 

 



７-５.【記載例】柏市行政連絡業務受諾書 

           （兼）個人情報の目的外利用等に係る同意書 

柏市行政連絡業務受諾書（兼） 

個人情報の目的外利用等に係る同意書 

 

 当町会・自治会・区等は，市行政の円滑な推進に協力することを目的として，

※柏市行政連絡業務規則第 3 条第 1 号から第 7 号に基づき，行政連絡業務を

受諾します。また，私は行政連絡業務のために届け出た，個人情報（氏名，住

所，電話番号，メールアドレス）について，行政連絡業務及び次頁に係る利用

及び提供に同意いたします。 

 

令和 ８年 ４月 １日 

     町会・自治会・区等名  柏町会                    

 

     代 表 者 氏 名   柏 太郎                 

柏市長  太 田 和 美  あて 

 

※柏市行政連絡業務規則（抜粋）  

（業務の委託） 
 第3条 市長は，次に掲げる行政連絡業務を町会に対し，委託するものとする。 

  (1) 行政連絡資料の配布，回覧及び掲示 

  (2) 各種委員の推薦 

  (3) 防火及び防犯の推進 

  (4) 防災組織の設立及び運営 

  (5) 災害時要援護者（災害時に援護が必要である者をいう。）の支 

     援体制の構築 

  (6) ごみ集積所の設置管理及び資源回収 

  (7) その他市長が必要と認めるもの 

 （業務の受諾） 

 第 3 条の 2 町会の代表者(以下「町会長」という。)は，前条に規 

   定する業務を受諾しようとするときは，業務受諾書を市長に提出 

   しなければならない。 

 （交付金の交付） 

  第４条 市長は，第３条に規定する行政連絡業務を行う町会に対し， 

        交付金を交付するものとする。 

 

１２ 

記入日を記載してください。 



個人情報の目的外利用について該当する項目に 

☑をしてください。 

同意できない項目（チェックの無いもの）について，提供等の問合せがあった

場合には，その都度お電話等で確認させていただきます。 

 

 

□ 全てに同意する。 

□ 一部に同意する。（下記のうち同意する項目に☑） 

 □ 行政連絡業務以外の各事業について利用する場合に使用する町会・自治会・  

  区長等名簿への掲載及び名簿データの提供（名簿データの提供先は以下のとお 

  り） 

 1. ふるさと協議会連合会 

 2. 柏市町会・自治会・区長等 

  3. 柏市社会福祉協議会 

 4. 柏市立小学校・柏市立中学校 

 5. 柏市役所各課 

 6. 柏市議会議員 

※市民等一般に提供するものではありません。 

 □ 当町会等の区域内に建築物等を建築する際や水道工事を行う際に，当町会等 

  及び隣接する町会等の周知・調整等のために民間の事業者等から求めがあった 

  場合 

 □ 当町会等の区域内に新たに入居した方から，求めがあった場合 

 □ 国・県等他の公共団体及び公益的な団体から求めがあった場合 

 □ ふるさとセンターの利用及び営利目的を除いたその他町会等に対して用務

があって，求めがあった場合 

 □ その他公益的な目的で使用される場合 

□ 全てに同意しない。 

✔ 

✔ 

✔ 

１３ 



 

代表者変更届 

 
 

 
 
 
 
当町会・自治会・区等は，市行政の円滑な推進に協力することを目的として，※

柏市行政連絡業務規則第3条第1号から第7号に基づき，行政連絡業務を受諾しま
す。また，私は行政連絡業務のために届け出た，個人情報（氏名，住所，電話番
号，メールアドレス）について，行政連絡業務及び裏面の項目に係る利用及び提
供に同意いたします。 

令和 ８年 ４月 １日 

     町会・自治会・区等名  柏町会                    

     代 表 者 氏 名   柏 太郎                 

柏市長  太 田 和 美  あて 

７－６．【記載例】「代表者変更届」 

ふ り が な 

  氏 名 

かしわ たろう □ 会長新任 

柏 太郎 □ 会長継続 

住 所 〒２７７－０８０５ 柏市柏５丁目１０番１号 

電話番号・メールアドレス 

柏市から優先して連絡を希望する連絡先の優先順位（１～３）の記入をお願いします。 

 基本的には，地域コミュニティ課からは電話にて連絡をさせて頂きますが，優先順位１の連絡先を町会長名簿に記載および優

先して連絡します。※町会長名簿の用途については，個人情報の目的外利用に係る同意書をご覧ください。記載のない場合は，

固定電話の番号を町会長名簿に記載及び優先して連絡します。 

 
 

（ ３ ） 固定番号 ０４－７１６７－１１２６ 

（ １ ） 携帯番号 ０９０－００００－００００ 

（ ２ ） メールアドレス shiminkatsudo@city.kashiwa.chiba.jp 

 ※町会長名簿の用途については，個人情報の目的外利用に係る同意書をご覧ください。 

取得について希望するものにチェックをしてください 

柏市と「柏市地域協働を考える会」から簡易なお知らせや町会に役立つ情報をメールで  

お送りしております。いずれにもチェックがない場合は，メールをお送りします。 
 

□受け取る  （ □ 柏市 □ 柏市地域協働を考える会 ） 

□受け取らない（ □ 柏市 □ 柏市地域協働を考える会 ） 
 

 

１．代表者（町会長・自治会長・区長）に関する情報をご記入ください。 

 

 

✔                                            ✔  ✔ 

１４ 

柏市地域協働を 
考える会HP ⇒ 

２．柏市行政連絡業務受諾に係る同意について  

 

 

✔ 

 

優先順位 



 

個人情報の目的外利用について該当する項目に 

☑をしてください。 

同意できない項目（チェックの無いもの）について，提供等の問合せがあった

場合には，その都度お電話等で確認させていただきます。 

 
 

 

□ 全てに同意する。 

□ 一部に同意する。（下記のうち同意する項目に☑） 

 □ 行政連絡業務以外の各事業について利用する場合に使用する町会・自治会・  

  区長等名簿への掲載及び名簿データの提供（名簿データの提供先は以下のとお 

  り） 

 1. ふるさと協議会連合会 

 2. 柏市町会・自治会・区長等 

  3. 柏市社会福祉協議会 

 4. 柏市立小学校・柏市立中学校 

 5. 柏市役所各課 

 6. 柏市議会議員 

※市民等一般に提供するものではありません。 

 □ 当町会等の区域内に建築物等を建築する際や水道工事を行う際に，当町会等 

  及び隣接する町会等の周知・調整等のために民間の事業者等から求めがあった 

  場合 

 □ 当町会等の区域内に新たに入居した方から，求めがあった場合 

 □ 国・県等他の公共団体及び公益的な団体から求めがあった場合 

 □ ふるさとセンターの利用及び営利目的を除いたその他町会等に対して用務

があって，求めがあった場合 

 □ その他公益的な目的で使用される場合 

□ 全てに同意しない。 

✔ 

✔ 

✔ 

１５ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


